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（上記は登記上の本店所在地であり、研究開発以外の業務は

「最寄りの連絡場所」で行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目６番１号　飯田橋ファーストタワー

31階

【電話番号】 03-5800-4907

【事務連絡者氏名】 取締役　経営戦略部長　　永田　暁彦

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 6,365,249,000円

 引受人の買取引受けによる売出し 1,342,999,000円

 オーバーアロットメントによる売出し 1,208,699,000円

 （注）１　募集金額は、発行価額の総額であり、平成25年11

月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見

込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額

にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価

額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集

における発行価格の総額は上記の金額とは異なり

ます。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成25年11

月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見

込額であります。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式

について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金

融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取

引が行われる場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。

EDINET提出書類

株式会社ユーグレナ(E27054)

有価証券届出書（参照方式）

 1/24



【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 5,000,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であります。
また単元株式数は100株であります。

　（注）１　平成25年11月18日（月）開催の取締役会決議によります。

２　本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引

受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴

い、その需要状況を勘案し、900,000株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会

社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である出雲充（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普

通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オー

バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。これに関連して、当社は平成25年11月18日

（月）開催の取締役会において、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式900,000株の新規発行（以下「本第三者割当増資」とい

う。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三

者割当増資について」をご参照ください。

３　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ

の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照く

ださい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

　平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）

に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行

価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 5,000,000株 6,365,249,000 3,182,624,500

計（総発行株式） 5,000,000株 6,365,249,000 3,182,624,500

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた

額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成25年11月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定
(注)１、２

発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
値（当日に終値の
ない場合は、その
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。

未定
(注)１、

２

未定
(注)１

100株
自 平成25年12月２日(月)
至 平成25年12月３日(火)

(注)３

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成25年12月６日(金)
(注)３

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需

要状況を勘案した上で、平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までの間のいずれかの日（発行価

格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（払込金額であり、当社が引受

人より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、

前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集における新株式

発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下

「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事

項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合

計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売

出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴

い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌

日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで

の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.euglena.jp/ir/）（以下「新聞等」とい

う。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ

れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価
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格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と

発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定す

る予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあ

ります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成25年11月25日（月）から平成25年11月29日（金）までを予定し

ておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までを予

定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成25年11月26日（火）の場合、申込期間は「自　平成25年11月27日（水）　至　平成

25年11月28日（木）」、払込期日は「平成25年12月３日（火）」

②　発行価格等決定日が平成25年11月27日（水）の場合、申込期間は「自　平成25年11月28日（木）　至　平成

25年11月29日（金）」、払込期日は「平成25年12月４日（水）」

③　発行価格等決定日が平成25年11月28日（木）の場合、申込期間は「自　平成25年11月29日（金）　至　平成

25年12月２日（月）」、払込期日は「平成25年12月５日（木）」

④　発行価格等決定日が平成25年11月29日（金）の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますので、ご注意ください。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。

７　株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成25年11月26日（火）の場合、受渡期日は「平成25年12月４日（水）」

②　発行価格等決定日が平成25年11月27日（水）の場合、受渡期日は「平成25年12月５日（木）」

③　発行価格等決定日が平成25年11月28日（木）の場合、受渡期日は「平成25年12月６日（金）」

④　発行価格等決定日が平成25年11月29日（金）の場合、受渡期日は「平成25年12月９日（月）」

となりますので、ご注意ください。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国の各支

店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　渋谷駅前支店 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番２号

株式会社みずほ銀行　渋谷中央支店 東京都渋谷区宇田川町23番３号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,750,000株 １　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金と

して、払込期日に払込取

扱場所へ発行価額と同額

を払込むことといたしま

す。

３　引受手数料は支払われま

せん。

ただし、一般募集におけ

る価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人

の手取金となります。

バークレイズ証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 250,000株

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 250,000株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 250,000株

ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 250,000株

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 150,000株

ドイツ証券株式会社 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 50,000株

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 50,000株

計 － 5,000,000株 －

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

6,365,249,000 37,000,000 6,328,249,000

　（注）１　引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成25年11月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額6,328,249,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当

増資の手取概算額上限1,139,744,000円と合わせて、手取概算額合計上限7,467,993,000円について、平成28年９月

期までに4,300,000,000円を藻類由来油脂開発・生産設備に関する設備投資資金に、平成26年11月末までに

1,000,000,000円を国内ヘルスケア事業の基盤拡大のための企業買収資金に、平成27年９月期中に200,000,000円を

藻類由来油脂開発・生産に関する研究開発資金に、平成26年９月期中に204,000,000円を子会社である八重山殖産株

式会社における借入金の返済資金として充当し、残額が生じた場合には、平成27年９月末までに自社食品製品の販

売力強化を目的とした販売促進活動費及び広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。なお、上記企業買

収が計画通り進行しなかった場合、当該企業買収の目的である事業基盤拡大のための運転資金に充当する予定であ

ります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

　なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　１　有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報

告書（第８期）中の「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1）重要な設備の

新設」に記載された当社の設備投資計画については、本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）現在下表のと

おりとなっております。

会社名
事業所名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
（百万円）

資金調達方法
着手及び完了予定

完成後の
増加能力

総額 既支払額 着手 完了

当社
沖縄県
石垣市他

エネルギー・
環境事業

藻類由来油脂開
発・生産設備

4,300 －
増資資金、自己
資金及び借入金

平成26年
10月

平成28年
４月

－(注２)

　（注）１　金額には消費税等は含まれておりません。

２　完成後の増加能力については技術開発が主な目的であることから合理的に算定することが困難であるため、記載

しておりません。

※上記の設備は、藻類大量生産設備、油脂抽出設備、油脂精製設備等の技術開発設備から構成されます。バイオ

ジェット燃料の事業化に向けた低コスト化等の技術的開発課題の解決を主目的とし、併せて当該低コスト化技術の

食品原料、化粧品原料、飼料原料等への応用を目的としております。

技術開発過程で生産される藻類及び藻類由来油脂は廃棄せず、油脂、食品原料、化粧品原料、飼料原料等の用途で

商業利用することで技術開発の費用負担を最小化する予定であります。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受

価額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受

価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出

人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引

受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称

普通株式 1,000,000株 1,342,999,000
東京都多摩市
出雲　充
1,000,000株

　（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案し、900,000株を上限として、一般募

集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメン

トによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オー

バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ

の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照く

ださい。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４　売出価額の総額は、平成25年11月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格（円）
引受価額
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠
金（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名
又は名称

元引受
契約の
内容

未定
(注)１、２

発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
値（当日に終値の
ない場合は、その
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。

未定
(注)１、

２

自　平成25年
12月２日(月)
至　平成25年
12月３日(火)

(注)３

100株

１株につ
き売出価
格と同一
の金額

右記金融
商品取引
業者及び
その委託
販売先金
融商品取
引業者の
本店並び
に全国の
各支店及
び営業所

東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社
 
東京都港区六本木六丁
目10番１号
バークレイズ証券株式
会社
 
東京都中央区日本橋一
丁目９番１号
野村證券株式会社
 
東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
 
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
ＵＢＳ証券株式会社
 
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
 
東京都千代田区永田町
二丁目11番１号
ドイツ証券株式会社
 
東京都中央区日本橋一
丁目17番６号
岡三証券株式会社

(注)４

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需

要状況を勘案した上で、平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までの間のいずれかの日（発行価

格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受取る

金額）を決定いたします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された

場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総

額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取

引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ

ントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日

付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの

期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.euglena.jp/ir/）（新聞等）において公表

します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論

見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連

動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、

新聞等による公表は行いません。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異

なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　株式の受渡期日は、平成25年12月９日（月）であります。

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定す

る予定であります。なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあ

ります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成25年11月25日（月）から平成25年11月29日（金）までを予定し

ておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成25年11月26日（火）から平成25年11月29日（金）までを予

定しております。

したがいまして、
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①　発行価格等決定日が平成25年11月26日（火）の場合、申込期間は「自　平成25年11月27日（水）　至　平成

25年11月28日（木）」、受渡期日は「平成25年12月４日（水）」

②　発行価格等決定日が平成25年11月27日（水）の場合、申込期間は「自　平成25年11月28日（木）　至　平成

25年11月29日（金）」、受渡期日は「平成25年12月５日（木）」

③　発行価格等決定日が平成25年11月28日（木）の場合、申込期間は「自　平成25年11月29日（金）　至　平成

25年12月２日（月）」、受渡期日は「平成25年12月６日（金）」

④　発行価格等決定日が平成25年11月29日（金）の場合、上記申込期間及び受渡期日のとおり、

となりますのでご注意ください。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

各金融商品取引業者の引受株式数

 金融商品取引業者名 引受株式数

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 750,000株

 バークレイズ証券株式会社 50,000株

 野村證券株式会社 50,000株

 株式会社ＳＢＩ証券 50,000株

 ＵＢＳ証券株式会社 50,000株

 みずほ証券株式会社 30,000株

 ドイツ証券株式会社 10,000株

 岡三証券株式会社 10,000株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替えにより行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称

普通株式 900,000株 1,208,699,000
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況

を勘案して行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式

会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したもの

であり、需要状況により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があり

ます。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オー

バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引

受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差

引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け

による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに

よる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日

本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中

のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.euglena.jp/ir/）（新聞等）において公表しま

す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動し

て訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞

等による公表は行いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成25年11月13日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の内容

未定
(注)１

自　平成25年
12月２日(月)
至　平成25年
12月３日(火)

(注)１

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

ＳＭＢＣ日興証
券株式会社及び
その委託販売先
金融商品取引業
者の本店並びに
全国の各支店及
び営業所

－ －

　（注）１　売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決

定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」における株式の受渡期日と

同日とします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案し、900,000株を上限として、一般募集及び

引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式

（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売

出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全

く行われない場合があります。

　これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し

て、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、本第三者割当増資の

割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、平成25年12月27日（金）を行使期限として付与し

ます。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオー

バーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成25年12月27日（金）までの間（以下「シンジケートカ

バー取引期間」という。（注））、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下

「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は

借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断

で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了さ

せる場合があります。

　また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる

売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式

の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引によ

り買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合における当

該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であ

ります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロッ

トメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

　オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売

出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢ

Ｃ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会

社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われま

せん。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成25年11月26日（火）の場合、「平成25年11月29日（金）から平成25年12月27日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成25年11月27日（水）の場合、「平成25年11月30日（土）から平成25年12月27日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成25年11月28日（木）の場合、「平成25年12月３日（火）から平成25年12月27日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成25年11月29日（金）の場合、「平成25年12月４日（水）から平成25年12月27日

（金）までの間」

となります。
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２　第三者割当増資について

　前記「１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本第

三者割当増資について、当社が平成25年11月18日（月）開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりです。

(1）募集株式の数は、当社普通株式900,000株とします。

(2）払込金額は、１株につき、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」において決定さ

れる一般募集における発行価額（払込金額）と同一とします。

(3）増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

　また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

(4）払込期日は、平成26年１月７日（火）とします。

 

３　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人である出雲充は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、

発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了す

る期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることな

く、発行価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）を売却等しない旨を合意しておりま

す。

　また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面に

よる承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売

却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストックオプション等に関わる発行若しくは交付を除く。）

を行わない旨を合意しております。

　なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

１　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行

価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額

の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使

途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー

アロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」とい

う。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決

定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ

ト（［URL］http://www.euglena.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定

される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま

た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい

ての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

 

２　募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについ

て、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証

券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間）において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融

商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り（注１）又はその委託

若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売り

に係る有価証券の借入れ（注２）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（注１）に係る有価証券の借入れ（注２）の決済

を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させること

ができません。

（注）１　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

２　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みま

す。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成24年12月20日から平成25年11月８日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

　なお、当社株式は、平成24年12月20日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価、Ｐ

ＥＲ及び株式売買高について該当事項はありません。

 

　（注）１　当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株を５株とする株式分割を、平成25年10月１日付で普通株式１株を５

株とする株式分割をそれぞれ行っており、株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）については、下記

（注）２乃至４に記載のとおり、当該株式分割を考慮したものとしております。

２　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。なお、

平成25年４月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を25で除した数値を、以降平成25年10

月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を５で除した数値をそれぞれ株価としておりま

す。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

３　ＰＥＲの算出は以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益

週末の終値については、平成25年４月１日付の株式分割の権利落ち前は当該終値を25で除した数値を、以降平成

25年10月１日付の株式分割の権利落ち前は当該終値を５で除した数値をそれぞれ週末の終値としております。

平成24年12月20日から平成25年９月30日については、平成24年９月期有価証券報告書の平成24年９月期の財務諸

表の１株当たり当期純利益を25で除した数値を使用。

平成25年10月１日から平成25年11月８日については、平成25年11月12日に公表した平成25年９月期の未監査の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

※平成24年９月期は連結子会社が存在していないため、連結財務諸表を作成しておりません。
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４　株式売買高については、平成25年４月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に25を乗じた数値を、以降

平成25年10月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に５を乗じた数値をそれぞれ株式売買高としており

ます。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成25年５月18日から平成25年11月13日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、下記のと

おりであります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等保有割
合（％）

株式会社インスパイア 平成25年９月24日 平成25年９月30日 変更報告書 613,400 4.48

　（注）　上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場している株式会社東

京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照して

ください。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度第８期（自　平成23年10月１日　至　平成24年９月30日）　平成24年12月25日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第９期第１四半期（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）　平成25年２月13日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第９期第２四半期（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）　平成25年５月14日関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第９期第３四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）　平成25年８月14日関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書を平成24年12月28日に関東財務局

長に提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成25年３月27日に関東財務局

長に提出

 

７【訂正報告書】

　訂正報告書（上記１　有価証券報告書の訂正報告書）を平成25年11月18日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
 

　上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告

書等」という。）に記載された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以

後、本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の

「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等に記載された内容を一括して記載したものであり、当

該変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示しております。

　なお、有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「対処すべき課題」及び「事業等のリス

ク」に記載されたものを除き、当該事項については本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）現在においてもその判断

に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

＜対処すべき課題＞

　当社グループは「人と地球を健康にする」という経営理念のもと、「バイオテクノロジーで、昨日の不可能を今日可能

にする」という企業ビジョンを掲げ、多様なニーズに対する新たな価値の提供を通じて、グローバルな成長を図って参り

ます。現状の市場環境において、当社グループとして認識している対処すべき課題については以下のように考えておりま

す。

(1）ヘルスケア事業

①　製品の品質と安全性の確保、生産体制の強化について

　当社は、食品供給者として、製品の品質と安全性を確保するため、食品品質管理規程に基づき、品質管理体制の強

化に努めております。具体的には、外部委託先への新規取引開始時の審査、定期的な視察を行うことにより製品の品

質と安全性の確保に努めております。また、当社ユーグレナ粉末についてはすべての製造ロットの品質検査を行うこ

とにより品質と安全性の確保に努めております。

　また、原料の安定供給を維持するため、一定量の在庫を確保するとともに、八重山殖産株式会社と連携し生産体制

の強化及び生産効率の向上のため継続的な設備投資を実施して参ります。

 

②　ヘルスケア事業（食品）の中長期的成長の実現について

　当社グループは、主にヘルスケア事業（食品）のＯＥＭ製品販売の拡大により収益を拡大して参りましたが、自社

製品の直接販売の拡大が今後の当社の中長期的成長の実現の課題であると認識しております。

　当社グループとしましては、自社ＥＣサイト及び自社ブランドの「ユーグレナ・ファーム」の知名度の向上のため

の広告宣伝活動及び自社製品の販売体制を強化するとともに、新製品を投入することにより直接販売拡大に取り組ん

でおります。

　また、東アジアを中心とした海外市場を開拓すること、付加価値のより高い新製品、新素材を継続的に開発するこ

と等により、新たな顧客基盤・市場の獲得を目指し、ヘルスケア事業（食品）の中長期的成長の実現を図って参りま

す。

 

(2）エネルギー・環境事業

①　バイオ燃料の研究開発について

　当社は、バイオ燃料の研究開発において、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社及び株式会社日立製作所との共同研究

に取り組んでおります。当社においては、油脂比率の向上、高密度培養、培養コスト削減等の課題に取り組んで参り

ます。

 

②　その他の研究開発について

Ａ．ユーグレナの飼料としての利用可能性（残渣の利用を含む。）

　微細藻類から油脂を抽出した後に残る残渣は産業利用しなければ廃棄物となるため、残渣が産業利用できるかど

うかは重要な課題です。当社では、当社ユーグレナが食品用途にも利用されていることから、当社ユーグレナの飼

料としての利用可能性及び油脂を抽出後の残渣の飼料としての利用可能性を研究しております。

　ユーグレナの飼料利用に関しての論文はすでに多く発表されており、当社の大量培養技術を活用することで飼料

利用としての実現性が高まると考え、その実現に取り組んで参ります。
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Ｂ．二酸化炭素固定化

　当社は、平成23年より住友共同電力株式会社との共同研究を開始し、石炭火力発電所から排出される高濃度二酸

化炭素を含む実際の排気ガスを用いてユーグレナの培養実験を行っております。これにより、ユーグレナの二酸化

炭素固定化技術を確立するとともに、当該ガスで培養されたユーグレナの飼料・肥料としての利用可能性を研究

し、その実現に取り組んで参ります。

 

＜事業等のリスク＞

　以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても投資家の投資判断上、重要であると考え

られる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。文中における将来に関す

る事項は、本有価証券届出書提出日（平成25年11月18日）現在において当社が判断したものであります。なお、当社グ

ループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です。また、以

下の記載は本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。

(1）ヘルスケア事業

①　特定の外部委託先への依存について

　当社グループは、当社ユーグレナ粉末について加工施設を持たない企業グループであり、当社ユーグレナ粉末を加

工した最終製品の製造については、24社の加工委託先に業務委託しております。また、加水分解ユーグレナエキスを

配合して製造した化粧品等の加工については日本コルマー株式会社１社に加工委託しております。このようなビジネ

スモデルを採用することにより、設備や生産のための人員といった固定費やラインの管理・立ち上げ等の費用の負担

が少なく、営業活動と研究開発に経営資源を集中でき、外部環境の変化、技術革新等への機敏な対応をとれる等のメ

リットがあります。しかし、当社グループの業績に影響を及ぼす以下のリスクが考えられます。

Ａ．特定の加工委託先（アピ株式会社）への依存について

　ユーグレナ粉末を加工した最終製品の加工は、加工委託先であるアピ株式会社に大きく依存しております。

　当社グループでは、同社を含め24社に加工委託することにより加工委託先の分散に努めておりますが、何らかの

理由により、同社における取引方針の変更、収益構造の悪化、供給能力の低下、品質問題の発生、事業活動の停止

等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ｂ．特定の加工委託先（日本コルマー株式会社）への依存について

　加水分解ユーグレナエキスを配合して製造した化粧品等の加工は、加工委託先である日本コルマー株式会社との

間において取引基本契約を締結し、同社１社にすべて加工委託することとしております。何らかの理由により、同

社における取引方針の変更、収益構造の悪化、供給能力の低下、品質問題の発生、事業活動の停止等が発生した場

合、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

②　特定の販売先への依存

　当社グループの販売先のうち、総販売実績に対する割合が10％を超える相手先が株式会社アンテナ及び株式会社

ユーキの２社となっております。当社としましては、特定顧客への依存度を引下げるため、大口新規顧客の開拓、既

存顧客の深耕開拓に注力しておりますが、見込みどおりに顧客開拓が進まず、かつ、同社の業績が悪化した場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　製品の品質や安全性について

　当社グループでは、「安全に作る、安心を提供する、健康に寄与する」という経営理念の実現に向けて全社一丸と

なって取り組んでおります。

　ヘルスケア事業（食品）におきましては、各製品段階において、以下のとおり検査を実施し、品質と安全性の維持

に取り組んでおります。

　当社ユーグレナ粉末については、基礎栄養成分、菌類、重金属等に関し八重山殖産株式会社における検査を実施す

るとともに、基礎栄養成分、菌類等に関し当社による検査（第三者分析機関への委託）を実施しております。また、

製品別に検査項目が異なりますが、カプセル重量・長さ・錠剤硬度、菌類等に関し加工委託先における検査を実施し

ております。

　ヘルスケア事業（化粧品）におきましては、当社は薬事法上の製造販売元ではありませんので製造販売責任を負っ

てはいませんが、安全な当社ユーグレナ粉末を提供すること、製品の規格適合を確認し記録を残すこと等により、品

質と安全性の維持に取り組んでおります。

　しかしながら、万一、製品の品質や安全性に問題が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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④　法的規制について

　当社グループは、以下の法的規制の遵守を徹底しておりますが、予期しない法律又は規制の変更及び現行の法的規

制における法令の解釈・適用によって新たな対策が必要になった場合には、当社グループの事業運営に支障をきたす

ことにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

Ａ．特定商取引に関する法律

　事業者と消費者との間に生じるトラブルを事前に防止することを目的としております。

　訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、消費者

保護の観点から、それぞれ契約に伴う書面の交付、禁止行為、解約事項等を規定しております。例えば、通信販売

について、ａ．広告に記載すべき事項、ｂ．誇大広告の禁止、ｃ．顧客の意に反して契約の申し込みをさせようと

する行為の禁止等を定めます。また訪問販売について、ａ．事業者の氏名等の明示義務、ｂ．所定の事項を記載し

た書面の交付義務、ｃ．勧誘の際、または契約締結後、申し込みの撤回（契約の解除）を妨げるために、事実と違

うことを告げる行為の禁止等を定めております。

Ｂ．不当景品類及び不当表示防止法（景表法）

　過大な景品や不当な表示をすることによる顧客の誘因を防止することにより、事業者の公正な競争を確保し、消

費者の利益を保護することを目的としております。

　ａ．優良誤認行為（商品・サービスの品質などについて、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかけて宣

伝する行為等）、ｂ．有利誤認行為（商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝し

たり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽っ

て宣伝する行為等）、ｃ．その他誤認されるおそれのある表示が不当表示として禁止されております。

Ｃ．薬事法

　医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行い、保健衛生

の向上を図ることを目的としております。

　医薬品には、その品質、有効性、安全性の確保のために承認・許可制度をはじめとした様々な規制があり、許可

等がないままに「医薬品」に該当するものを販売等することは禁止されております。医薬品とは、「人又は動物の

疾病の診断、治療又は予防に使用されること、並びに身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている

ものであって器械器具でないもの」とされており、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行うことが禁止さ

れております。

Ｄ．健康増進法

　国民の健康の増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健

康の増進を図るための措置を講じ、もって国民健康の向上を図ることを目的としております。健康状態の改善又は

維持の効果に関し、著しく事実に相違する又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない等を定めており

ます。

Ｅ．食品衛生法

　飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としております。公衆

衛生に危害を及ぼすおそれのある虚偽又は誇大な表示又は広告の禁止等を定めております。

Ｆ．農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）

　ＪＡＳ規格（日本農林規格）と食品表示（品質表示基準）を定め、一般消費者の商品選択に役立てるため、ＪＡ

Ｓマークや品質表示基準に定める表示を付しております。

Ｇ．消費者契約法

　事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を

取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当

に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図ることを目的としてお

ります。

　事業者が重要事項について事実と異なることを告げ（不実告知）、消費者が誤認した場合の取り消し、消費者が

支払う損害賠償額の予定条項等の無効等を定めております。

 

⑤　個人情報保護について

　当社グループではインターネット販売を行う上で顧客情報を取得しているため、顧客情報が蓄積されております。

当社グループでは、個人情報保護規程を制定し、個人情報取扱いに関し社内教育を徹底しておりますが、万一、個人

情報が外部に漏洩した場合には、顧客からの信用失墜による売上高の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生

し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑥　競合について

　当社グループは、ヘルスケア事業（食品）において、ユーグレナという新しい食品を手がけており他の食品等と差

別化を図っていく予定ですが、今後他社のユーグレナ食品や新規の競合品が現れた場合、これらの競合品との充分な

差別化が図れない場合には、競争激化による販売価格の低下、販売数の減少等により当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

⑦　健康食品に対する顧客の嗜好の変化について

　健康食品は消費者の嗜好に影響を受けやすく、そのライフサイクルは比較的短い傾向にあります。当社グループで

は今後も既存製品の販売、新製品の開発、製品応用分野の拡大を目指した事業展開を進める方針でありますが、既存

製品が計画どおりに販売できなかった場合、新製品の開発が進まない場合や計画どおりに販売できなかった場合また

は製品応用分野の拡大ができなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　当社ユーグレナ粉末の生産コストの変動について

　当社ユーグレナ粉末は、台風や長雨等の天候不順等の自然環境による不作の影響や、季節による生育状況の違い、

雑菌の混入等を考慮し、一定数量の在庫を保有しておりますが、その収穫量の変動が当社グループの予想を大幅に上

回る場合には生産コストが変動し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨　システム障害について

　当社グループは、特に自社製品の販売においてパソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに強く依

存しており、自然災害や事故等により通信ネットワークが切断された場合、サイトへの急激なアクセス増加や電力供

給の停止等の予測不可能な様々な要因によりコンピュータシステムがダウンした場合、コンピュータウィルスやハッ

カーの侵入等によりシステム障害が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑩　広告宣伝費、販売費の先行投資について

　当社グループは、自社製品の個人顧客への直接販売の拡大のため、広告宣伝費、販売費を積極的に投資いたしま

す。投資費用に対し、売上高が適切に増加しなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

⑪　企業買収について

　当社グループは、今後ヘルスケア事業の事業基盤拡大のため、企業買収を行う方針です。企業買収に当たっては、

対象企業の財務内容等について詳細な事前審査を行い、リスクを把握したうえで決定することになりますが、事業環

境等の変化等により、当初想定した効果が得られない場合には、のれんの減損等、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。
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(2）エネルギー・環境事業

①　研究開発について

　当社グループは、ユーグレナを中心とした微細藻類の培養技術を軸に、バイオ燃料、二酸化炭素固定化、環境浄化

など、様々な分野の事業開発へ向けた研究開発を行っております。

　これらの研究開発におきましては未だ実用段階には至っておりませんが、バイオ燃料開発を中心として、今後研究

開発費が増加する可能性があります。

　多額の研究開発投資を行ったにもかかわらず、想定どおりに研究開発の結果が得られない場合や、バイオ燃料より

も有利な燃料が普及した場合には、当社グループの事業戦略及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　設備投資について

　藻類由来油脂開発・生産設備への投資は、バイオ燃料の事業化へ向けて必要な設備投資ですが、設備の導入に向け

た技術的・物理的な課題や、設備投資後の低コスト化にかかる技術開発課題が存在しているほか、追加の設備投資及

び資金調達も必要となります。そのため、これらの課題を克服できない場合には、当社グループの事業戦略及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）共通

①　特定の技術への依存について

　当社グループは、微細藻ユーグレナの食品用途屋外大量培養技術をコア技術として事業を展開しておりますが、競

業他社が同様の技術や他の安価な技術を開発し当社グループの技術が陳腐化した場合あるいは当社グループの技術改

良の対応が遅れた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　知的財産権について

　当社グループは、当社グループが運営する事業に関する知的財産権の獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権

を侵害しないように取り組んでおります。しかしながら、今後当該事業分野において第三者の権利が成立した場合や

認識していない権利がすでに成立している場合、第三者より損害賠償及び使用差止め等の訴えを起こされる可能性及

び権利に関する使用料等の対価の支払が発生する可能性があります。また、当社グループが所有する商標権が、第三

者より侵害された場合には当社グループのブランドイメージが低下する可能性があります。それらの場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　海外展開について

　当社グループは東アジアを中心とした海外市場において、積極的な事業展開を推進していく予定です。海外事業展

開には、事業投資に伴う為替リスク、カントリーリスク、出資額又は出資額を超える損失が発生するリスク等を伴う

可能性があり、計画通りに事業展開ができない場合には、当社グループの事業戦略及び業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

④　レピュテーションリスクについて

　当社グループは、製品の品質・安全性の確保、法令遵守、知的財産権管理、個人情報管理等に努めております。し

かしながら、当社グループ及び当社グループを取り巻く環境や競合他社及び競業他社を取り巻く環境において何らか

の問題が発生した場合、消費者の評価に悪影響を与え、それにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

⑤　自然災害、事故、テロ、戦争等について

　当社グループが事業を行っている地域では、地震、台風等の自然災害の影響を受ける可能性があります。同様に火

災等の事故災害、テロ、戦争等が発生した場合、当社グループの拠点の設備等に大きな被害を受け、その全部又は一

部の操業が中断し、生産及び出荷が遅延する可能性があります。また、損害を被った設備等の修復のために多額の費

用が発生し、結果として、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社ユーグレナ(E27054)

有価証券届出書（参照方式）

22/24



⑥　業歴が浅いことについて

　当社は平成17年８月に設立された業歴の浅い企業であり、第５期（平成21年９月期）までは当期純損失を計上して

おり、第６期（平成22年９月期）で初めて当期純利益が計上されました。

　今後につきましては、更なる事業拡大を推進して参りますが、過年度の経営成績が今後の当社の経営成績等を判断

する材料としては、不十分である可能性があります。

　今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性は否定できず、当社の業績に影響を及ぼすと考えら

れる様々な外部環境の変化について予想することは現状においては困難であると思われます。

 

⑦　少数の事業推進者への依存について

　当社の代表取締役社長出雲充、取締役研究開発部長鈴木健吾、取締役マーケティング部長福本拓元の３名は、当社

創業以来ユーグレナに関わり、豊富な経験及び当社が事業展開する上で必要となる主要な取引先及び外部委託先との

強固な関係を有しております。当社グループの事業戦略を成し遂げるには、当社グループ事業戦略を推進する上記３

名の取締役に強く依存するところがあります。今後も当社は優秀な人材の確保及び社内教育に努め上記３名に依存し

ない体制の構築を進めて参りますが、３名のいずれかの者が何らかの事由により当社の業務への従事を継続すること

が困難となった場合等においては、当社グループの事業戦略及び研究開発の推進に支障をきたす可能性があります。

 

⑧　資金使途について

　当社が計画している公募増資による調達資金の使途については、今後の設備投資資金、企業買収資金、研究開発資

金、子会社の借入返済資金、運転資金に充当する計画であります。しかしながら、急速に変化する経営環境に柔軟に

対応するため、現時点における資金使途計画以外の使途へ充当する可能性があります。また、当初の計画に沿って資

金を使用したとしても、想定どおりの効果を上げられない可能性もあります。

 

⑨　配当政策について

　当社は創業以来、株主に対する利益配当及び剰余金配当を実施しておりません。また、今後も当面は、企業体質の

強化及び研究開発活動の継続的な実施に備えた資金の確保を優先し、配当は行わない方針であります。

　株主への利益還元については、当社の重要な経営課題と認識しており、将来的には経営成績及び財政状態を勘案し

つつ利益配当及び剰余金配当を検討する所存であります。

 

⑩　潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

　当社は、株主構成是正及び資金調達の観点から新株予約権を発行し、また、当社取締役、監査役、従業員及び社外

協力者の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導

入しており、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権

を取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して付与しております。平成25年10月末現在、発行済株式総数

68,755,000株、新株予約権による潜在株式数7,800,000株（うち自己新株予約権90,000株）となっております。

　これらの潜在株式の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。ま

た、今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。従いまし

て、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があり

ます。

　さらに、潜在株式の行使により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、適正な株価

形成に影響を及ぼす可能性があります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

株式会社ユーグレナ　本店

（東京都文京区本郷七丁目３番１号東京大学本郷キャンパス内東京大学アントレプレナープラザ７階）

（注）　上記は登記上の本店所在地であり、研究開発以外の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。

（最寄りの連絡場所）東京都文京区後楽二丁目６番１号　飯田橋ファーストタワー31階

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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